
一般競争入札心得 

 

１ 入札の一般注意 

（１）入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書等の契約担当者が示す書類を熟知するとともに、

別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。 

（２）入札は書面による入札とする。 

（３）入札者は、入札書を県が定めた様式により作成すること。 

（４）入札者は入札を行う時刻までに出席すること。 

（５）入札を辞退する場合は、入札前に入札辞退届を提出すること。 

（６）入札者は他の入札者の代理人となってはならない。 

（７）本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。 

 

２ 入札書についての注意 

（１）入札書は１件ごとに別紙とすること。 

（２）入札は１件につき１業者１通とすること。 

（３）入札者の住所氏名欄は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入する

こと。押印する場合は、代表者印を押印すること。また、代理人にあっては委任者の住所、

氏名（法人にあっては法人名）を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入するこ

と。押印する場合は、代理人の印（委任状で届け出た印鑑）を押印すること。 

（４）責任者担当者氏名連絡先等は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の

氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の

記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。 

（５）入札金額は，アラビア数字で記入すること。 

（６）入札金額は訂正しないこと。 

（７）既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。 

 

３ 落札者決定の方法 

（１）予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）同じ入札価格を提示した者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定する。 

（３）入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。 

（４）再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内

で契約することがある。 

 

４ 入札書に記載する金額 

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 

 

５ 契約金額 

入札書に記載される金額に当該金額にその金額の１００分の１０に相当する金額を加算した



金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とする。 

 

６ その他 

（１）無効入札 

次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。 

① 入札に参加する資格のないものが入札した場合 

② 入札者が連合して入札したと認められる場合 

③ 入札に際し不正の行為があった場合 

④ 入札者又はその代理人が同一の入札について２以上の入札をした場合 

⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合 

⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印（押印がない場合にあっては、責任者氏名及び 

担当者氏名並びに連絡先）が誤脱し、又は不明である場合 

⑦ 入札書の金額を訂正した場合 

⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した

場合 

（２）入札又は開札の取り消し又は延期 

天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らか

に競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は

開札を取り消し、又は延期することがある。この場合、入札又は開札の取消し又は延期によ

る損害は、入札者の負担とする。 

（３）契約締結の期限 

落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から５日（休日の日数は、算入しない。）以

内に契約の締結に応じなければならない。この期間内に契約の締結に応じないときは、その

落札は無効とする。ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長す

ることがある。 

（４）予約完結権の譲渡禁止 

落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡しては

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規

程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。 

また、当社（個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体）は、暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項各号に掲げる者ではな

く、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領（平成 11 年香川県告示第 787 号）別表 10 

の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 

（参考） 

 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）（抜粋） 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な

行為をいう。 

(2) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴

力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

(3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 

(4)･(5) 略 

(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

(7)･(8) 略 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させない

ようにするための措置を講ずるものとする。 

(1) 指定暴力団員 

(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。） 

(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの 

(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有す

る者（前号に該当するものを除く。） 

２～４ 略 



 

 

香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領（平成 11 年香川県告示第 787 号）別表（抜粋） 

 

（暴力団関係者） 

10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者（以下「代表一般役員

等」という。）が、暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員以外の

者で、同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の

威力を背景として同条第１号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を

供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同

じ。）であると認められるとき。 

11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため

又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用

したと認められるとき。 

12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品そ

の他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 

13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であること

を知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認めら

れるとき。 

15 10 の項から 13 の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の

購入契約を締結する等当該者を利用していた場合（前項に該当する場合を除く。）において、県が

当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわら

ず、これに従わなかったとき。 

 


